
第7け議案 各種漁業の自主規制及び採捕禁上の件

1 繁漁 について

11■ 事雪… 6月 1日 午前 5時 か ら 10月 15日 午後 5時 30分 までし

ヽF,I … 12円 1日 午前 6時 30分 か ら 1月 31日 午 後 5時 まで
`,

ttし 、メil■「モ お |プ 白主規制す る。

1 1■ 111_・■綱 :'(人 光 利用を 含む)の 解禁は、 6月 15日 午 前 5時 とす

11.人 :|:Ⅲ 編 漁 1火 光利 用 を除 く)、 シャ ク リの解禁 は 、 7月 1日 午前

5時 七十 る また、大 光利 用鮎 建網漁の解禁 は、 7月 15日 午後 5

1昨 と
~十

ろ .

(3)女 釣 り専用 区の設置

① 黒 尊り|1 場所 …玖木 橋か ら温地橋 よで (′
j6kn■

期 間・…6月 1日 午前 6時 ■ヽ ら 7月 じl日 午 後 6時 まで .

!‐ lI鳥 :||1 場所…坂本 11地 区虻渕 上流から津賀下地区ホアロド流ま
ご:ア‐

でげウ i31【■ll、  
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期間・…6月 1日 午前ら時から8月 31)]午 後 6時 まで^

2.川 エ ビ、 ツガニ漁の採捕期間 について

(1)ツ ガニ (モ クズガニ)の 採捕 期 間は 8月 1日 か ら 10月 31目 まで ,

ただ し、カニ龍許 可証 を設 置す る (5個 以 内た

(2)|||エ ビの採補 :期 間 |■ 4月 1日 か ら 8月 31日 まで,(高 知県内 水面漁
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ただ し、ニ ビ漁 コロバシや筒は 1人 70本以 内 と し、舟 1隻 70太 を

1晨 度 とす るこ

(3,カ ニ籠ゃェ ビ漁 コロバシに付 ける ウキ (浮 き)は河川 の景観 を壊 さ

ない よ う|二 配慮十 る 二と,

ニホ ンウナギの採捕禁上 について

11)採 捕 禁 止期問―・lo月 か ら翌年 3月 までの 半年間ぅ

(2)21 cm以 下めニホ ンウナギは周年 、採捕禁 1:1と なって いる.

4.禁 止漁具 について

高 :蒻 県漁業調整 規則 窮 28条 によ り、次の漁具 を 1:比 置 してはな らないじ
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